
 

 

（案） 

岩手海区漁業調整委員会指示第 号 

 漁業法（昭和24年法律第267号）第120条第１項の規定に基づき、岩手県の地先海面における動力漁船を使用するい

か釣り漁業の操業について、次のとおり禁止する。 

  令和８年 月 日 

                                        岩手海区漁業調整委員会 

                                          会長 亘 理 榮 好  

１ 操業禁止区域 次の直線ア線、イ線、ウ線及びエ線によって囲まれた区域 

  ア線 中心線に平行して点アを通る直線 

  イ線 中心線に平行して点イを通る直線 

  ウ線 中心線に直角に点ウを通る直線 

  エ線 中心線に直角に点エを通る直線 

  中心線 左側の台と右側の台（それぞれ２個ある場合は、その中心点）を結んだ線と直角に胴張りの沖側の浮子

（三地の羽子）を通る直線 

  点ア 左側の台（２個ある場合は、沖側の台）から中心線に直角な線上の漁場別に定める距離の点 

  点イ 右側の台（２個ある場合は、沖側の台）から中心線に直角な線上の漁場別に定める距離の点 

  点ウ 中心線上の胴張りの沖側の浮子（三地の羽子）から漁場別に定める距離の点 

  点エ 中心線上の胴張りの沖側の浮子（三地の羽子）から沖側に500メートルの距離の点 

  漁場別の距離 別表のとおり 

２ 操業禁止区域内における操業禁止時間 日没から日の出までの間 

注 左側の台及び右側の台とは、陸岸から向かって左及び右をいう。 

別表 

公示番号 漁場名 時期 
距離（ｍ） 

備考 
点ア 点イ 点ウ 点エ 

定第214号 三丁目 周年 400 200 200 500 釜石地区 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

定置漁業のいか釣り操業禁止区域の模式図 

元地が陸上に接しない所にある漁場
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定置漁業（小型定置漁業含む）のいか釣り漁業操業禁止区域設定に至るまでの経緯 

時  期 概      要 

平成７年６月22日 

全国いか釣り協議会（事務局：全漁連）が、「集魚灯の光力の上限値を

180ｋｗとする」ことを決議。 

平成７年から９年度にかけて、北海道、青森県、秋田県、宮城県、山

形県では、漁業許可の制限・条件又は委員会指示で定められている光

力の上限を180ｋｗに緩和するよう改正 

平成10年８月26日 

岩手県沿岸漁船漁業組合から岩手県知事に対し、いか釣漁業の集魚灯の

光力について「上限を 180ｋｗ」に引き上げるよう要望書が提出され

る。 

平成10年８月26日 

岩手県定置漁業協会から当委員会に対し、「いか釣漁業の集魚灯の光力

アップに伴い、定置の身網から半径 1,000ｍ以内をいか釣り漁業の操業

禁止区域」とするよう要望書が提出される。 

平成10年12月17日 
第 304回岩手海区漁業調整委員会において、事務局からいか釣り漁業操

業禁止区域設定の要望の内容と今後の方針等について説明。 

平成11年５月９日 
岩手県漁業調整規則の一部改正。 

（いか釣漁業の電気設備に係る制限（30ｋｗ以下）を削除） 

平成11年５月10日 
岩手県定置漁業協会及び岩手県沿岸漁船漁業組合が合同役員会を開催。

「定置の身網から沖合500ｍ以内を操業禁止区域」とすることを合意。 

平成11年５月17日 

第 306 回岩手海区漁業調整委員会において、「定置の身網から沖合 500

ｍ以内を操業禁止区域」とする委員会指示を発動することを決定。 

（平成11年５月25日指示発動） 

平成11年５月25日 
いか釣漁業の許可の制限又は条件で、電気設備の集魚灯に使用する電球

の総設備容量を「180ｋｗ以下」とする。 

 

 

岩手県漁業調整規則による電気設備の改正内容（平成11年） 

改 正 前 改 正 後 

（電気設備の制限） 

第 47 条 次の表の左欄に掲げる漁業に使用す

る漁船には、１漁船につき、それぞれ同表の

右欄に掲げる範囲を超える電気設備をしては

ならない。 

漁業種類 総設備容量の範囲 

火光利用敷網漁業 
集魚灯に使用する電球

10キロワット以下 

いか釣漁業 
集魚灯に使用する電球

30キロワット以下 
 

（電気設備の制限） 

第 47 条 次の表の左欄に掲げる漁業に使用す

る漁船には、１漁船につき、それぞれ同表の

右欄に掲げる範囲を超える電気設備をしては

ならない。 

漁業種類 総設備容量の範囲 

火光利用敷網漁業 
集魚灯に使用する電球

10キロワット以下 

一部改正［平成11年105号］ 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 参考  

定置漁業の免許と定置漁業のいか釣り漁業操業禁止区域の設定に関する委員会指示の発動状況 

大型/小型 免許/許可 件数 有効期間 委員会指示発動日 

大型※１ 免許 １ 令和８年５月１日～令和11年２月28日 令和８年 月 日 

大型※１ 免許 １ 令和８年４月１日～令和11年２月28日 
令和８年４月３日 

（指示第３号） 

大型※１ 免許 79 令和６年３月１日～令和11年２月28日 
令和６年３月１日 

（指示第２号） 

小型※２ 免許 24 令和５年９月１日～令和15年８月31日 
令和５年９月１日 

（指示第５号） 

小型※３ 許可 ８ 令和５年９月１日～令和10年８月31日 
令和５年９月１日 

（指示第６号） 

  ※１：定置漁業（定置漁業権漁業） 

  ※２：小型定置漁業（共同漁業権漁業） 

  ※３：小型定置網漁業（知事許可漁業） 

 


